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第５章 文化財の保存と活用に関する 

基本理念と基本的な方向性 

 

 

１ 袋井市の文化財保存・活用の基本理念 

 

 本市の「第２次袋井市総合計画後期計画」(令和３(2021年)～令和７年度(2025年))では、

まちの将来像を「活力と創造で未来を先取る日本一健康文化都市」とし、その実現のため

の基本目標に「心と体の健康」、「都市と自然の健康」、「地域と社会の健康」を掲げていま

す。 

 このうち「地域と社会の健康」において、「文化・芸術の振興と郷土の歴史資源の保護・

活用」を明記し、歴史関係団体や自治会、学校等と協力し、文化財の保存・活用を推進し

ていくこととしています。 

 また、「袋井市教育大綱」(令和３年(2021年)～令和７年度(2025年))では、基本理念に「心

ゆたかな人づくり」を掲げ、郷土への愛着と誇りを持つ情愛の豊かな人の育成に努めてい

くこととしており、これは、本計画における文化財の保存と活用の基盤となり得る人材の

確保と育成につながるものです。 

 以上のような基本的な考え方に基づき、また、これまで文化財や歴史文化について、地

域総がかりで保存と活用の取組が十分になされてこなかったことを踏まえ、本計画におい

ては、新たに、文化財所有者だけではなく、市民、学校、専門家、市など多様な主体が文

化財の保存に参画し、また、まちづくり、観光、環境、防災、商業、教育など幅広い分野と

文化財等を連携させ、様々な活用に取り組みます。この「保存と活用の相互作用のサイク

ル」により、「保存」と「活用」が相乗的に充実し、文化財が次代へ引き継がれることを目

指し、基本理念を以下のとおりとします。 

 

■基本理念 
 

 

   
 

〜 市民一人一人が、郷土への誇りと愛着をもち、 

      地域全体で文化財を守り、活用し、未来へ伝えていくまち 〜 

 

 

守 り 、 活 か し 、 そ し て 未 来 へ 伝 え る 
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２ 基本的な方向性 

 

 前項で示した「守り、活かし、そして未来へ伝える」という当市の文化財保存・活用の

基本理念に向け、以下に掲げる「調査研究」、「保存・継承」、「公開・活用」の３項目を確実

に実施していくことが重要です。 

 

（１）調査研究の方向性 

 第４章で述べた文化財の保存と活用に関する現状と課題に基づき、地域にある文化財の

内容を適切に把握するため、文化財の調査研究を、専門家の指導を得て、地域を最もよく

知る地元住民と協力しながら、地域全体で進めます。 

 こうした取組に際しては、当市の特徴でもあるまちづくり協議会や、幼小中一貫教育に

おける学園などの体制や枠組が欠かせないものとなります。 

 

（２）保存・継承のための方向性 

未指定文化財を含めた地域の文化財については従来、行政単独では管理状況の把握が行

き届いていませんでした。このため、まず情報元となる地域との連絡、協力体制が重要と

なることから、コミュニティセンターや、まちづくり協議会などと連絡体制を密にして協

力体制を築きます。その上で、地域の協力を得て、社会全体での文化財の保存・継承につ

なげます。 

また、祭礼などを含めた文化財の保存・管理における担い手などの人材確保は急務であ

ることから、幅広い世代の市民が意識を持ち、人材の育成につなげる必要があり、当市の

教育の基本である幼小中の一貫教育と、これを支える「学園」の体制を活用し、地域との

関わりを深めることを促進していきます。 

 

（３）公開・活用の方向性 

 地域の文化財の魅力を、地域に住む市民にまず理解してもらうことが重要です。そのた

め、文化財に関する情報の発信を積極的に行い、公開・活用していきます。その際には行

政だけではなく、興味をもった市民にも協力してもらう体制づくりに努め、幅広い世代に

文化財への関心と関わりを持ってもらい、市民ひとりひとりが郷土への誇りと愛着を持つ

よう、まちづくり協議会や、幼小中一貫教育における学園などと連携していきます。 
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第６章 文化財の保存･活用に関する現状と課題 
 
 本章では、基本理念の実現に向け、本市における文化財の保存・活用現状と課題を、「調

査研究」、「保存・継承」、「活用」の３項目に分け整理します。 

 

１ 調査研究に関する現状･課題 

 

１－１調査研究の現状 

（１）市における文化財の調査・研究 

第４章で触れたように、平成17年(2005年)の合併以前の旧袋井市では昭和47年から

61年にかけ市史編纂事業が実施され、旧浅羽町
あさばちょう

では平成4年から13年に町史編纂事業が

実施され、当時の市・町内にある文化財の把握は一定レベルでは実施されました。しか

し、その後の継続的な調査は行われておらず、個人所有などの文化財を中心に、新たな

文化財の発見や、価値を定めるための基礎調査は行われていません。 

 文化財の指定に関しては、平成17年(2005年)の合併以降、文化財保護審議会において

個別の文化財に関する指定の議論はなされてきたものの、総合的な調査を基にリスト

化された中での文化財の価値付けがなされてきていません。そのため、新市としての文

化財指定は西楽寺
さいらくじ

の不動明王像１件にとどまっています。 

市内の遺跡については、開発に伴う調査は継続的に実施しています。一方、範囲確認

などの遺跡の現状を把握するための調査は十分に行われていません。 

市の文化財については、郷土資料館や歴史文化館での展示を中心として、テーマを持

った展示を毎年実施し、展示解説やリーフレットなどの配布や、ＰＤＦ化したデータを

ホームページ上に掲載しています。しかし、従来からの調査や研究成果を総合的にまと

め、整理したデータベースなどはありません。 

 

１－２調査研究の課題 

（１）市における文化財の調査･研究の不足 

 

ア 生活様式の変化などにより、食をはじめとした無形民俗文化財や、文化的景観な

どの文化財の消失が懸念される中で、文化財を把握する調査・研究が不足しています。 

 

イ 把握調査が行われた文化財についてはその後、踏み込んだ調査が行われておらず、

指定等文化財の候補となるものについては、芸術上や鑑賞上の価値など、幅広くその価

値を正しく評価するための詳細調査が不足しています。 

 

ウ 埋蔵文化財については、遺跡範囲等の把握のための確認調査や試掘調査などが十
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分に実施できておらず、これらの基礎情報を継続的に収集することが不足しています。 

 

（２）文化財における調査結果の整理不足 

ア これまで実施してきた文化財等の調査成果について、公開が十分ではなく、市民が

利用しづらいなど整理が必要です。 

 

２ 保存･継承に関する現状･課題 

 

２－１保存･継承の現状 

（１）文化財の保存・管理 

指定等文化財82件は、文化財保護法などの規定に基づき、文化財所有者のもと、概ね

保存管理されています。しかし、市指定文化財60件のうち個人所有の15件の一部におい

て、劣化の進んでいるものがあるほか、保存や管理の状況が把握しきれていないものが

あります。また、指定等文化財の所有者から、修理・修繕等に係る財政的な支援の充実

を求める声があがっています。 

未指定文化財については、災害等で破損した場合の対処方法が定められておらず、ま

た、後世に継承するための対応策は明確になっていません。 

また、文化財に対する動画や画像などによる体系的な記録保存が十分にできていな

い状況です。 

 

（２）文化財の防犯･防災対策 

指定等文化財については、所有者を中心に、巡回・監視、防火訓練の実施、防火機器

などの整備などに努めてきています。しかし、特に台風や震災等により文化財の被災が

現実的に想定されるものの、防災対策が必ずしも十分であるとは言えない状況です。 

 

（３）祭礼などの継承 

祭礼は地域で守り伝えられてきており、地域の代表的な行事になっているものもあ

ります。しかし、少子高齢化による地域コミュニティの希薄化が叫ばれる中、祭礼など

を行う担い手の不足が顕在化してきており、まちづく協議会や幼小中一貫教育におけ

る学園などの枠組みの中で、人材の育成が十分ではありません。 

 

（４）保存・管理に関する人材 

文化財等の所有者や管理者は、個人だけではなく自治会、団体など多岐にわたってい

ます。しかし、少子高齢化や人口減少などにより、保存・管理する主体の不在等が見ら

れるなど、管理体制が弱体化しています。 
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２－２保存･継承の課題 

（１）指定等文化財、未指定文化財などの保存・管理の不足 

 

ア 指定等文化財について、劣化を防ぎ、また劣化や破損等を早期に発見するために

は、所有者・管理者において日常的に維持管理を行う体制を構築することと、管理台帳

を作成する必要があります。このことについて、日頃から行政と所有者等が定期的に連

絡を取るなど、保存・管理に関する助言・支援を行うとともに、劣化等が発見された場

合には、計画的に修理・修繕を行うことが必要です。 

管理だけでなく、活用の面からも、動画や画像による体系的な記録の保存が必要とな

っています。 

 

イ 指定等文化財を中心に、管理状況を確認して必要な対応を周知するためには、定期

的な見回りの実施が求められます。 

指定等文化財を中心に、平常時の管理と災害時の報告などの対応を定めることが必

要です。 

 

ウ 盗難や人的な被害にあわないために、防犯施設の整備や防犯体制の構築が必要です。 

火災や震災､風水害などに応じた防災対策、計画の策定などを推進することが求めら

れます。 

災害発生時の初動となる応急措置や、復旧対応の手法、連絡窓口などを明確にするた

めのマニュアル化も求められます。 

 

エ 少子高齢化や生活環境の変化などによって、地域に伝わってきた祭礼や風習など

が途絶えてしまう可能性に対して、まちづく協議会や幼小中一貫教育における学園な

どの枠組みの中で、担い手の育成や継承のための対策が求められます。 

 

(２)文化財の保存・活用に係る財源の不足 

 

ア 文化財の保存・活用を推進するため、民間による助成制度の活用や、クラウドファ

ンディングなど新しい財源確保などの情報提供が必要となっています。 

国・県の補助制度を有効に活用できるように所有者と連絡をとりながら、市が対策を

講ずることが必要となっています。 

 

(３)保存･管理に関する人材の不足 

 

ア 人材の育成は、文化財等を知ってもらうこと、その価値を理解してもらうことなど
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の活動から始め、長期的に文化財の保存・活用にかかわってもらうことが必要であり、

多くの市民にそのような機会を提供する取組が求められます。 

保存・活用に際して、金銭的な支援に止まらず、人的・技術的な支援など幅広い視点

で対応することが必要となっています。 

未指定の文化財については、地域に伝わるもので隠れていた資源や新たに価値を見

出されたものがあり、コミュニティセンターやまちづくり協議会、幼小中の一貫教育に

おける学園を通じて、保存と活用の意識の発揚を図ることが必要となっています。 

 

３ 文化財の活用に関する現状･課題 

 

３－１文化財の活用の現状 

（１）文化財の公開 

多くの指定等文化財は公開され、市民が見学することが可能となっています。一部で

は公開されていないものがあり、市民の認知度が低い要因ともなっています。 

市の歴史文化を展示、公開する施設として、郷土資料館・近藤記念館・歴史文化館が

あり、常設展示や企画展等を行っており､学校や関心を持つ市民に利用されています。

しかし、利用者数は多くない状況です。 

市内の文化財の説明板や案内板の経年劣化が進んでおり、また、内容のアップデート

がされていないものや、画像等の不鮮明なものが増えてきています。 

 

（２）教育分野における活用 

市内の小学校では、久野城や袋井宿、命山
いのちやま

など、地域の歴史を調べる授業や、郷土資

料館、澤野医院記念館を活用した「むかしのくらし」体験などの授業を行っています。 

小学校では、袋井の歴史や郷土の偉人、遺跡や民俗芸能を紹介する副読本『わたした

ちの袋井市』を活用しています。 

 

（３）観光面での活用 

遠州三山
えんしゅうさんざん

（可睡斎
か す い さ い

・油山寺
ゆ さ ん じ

・尊永寺
そ ん え い じ

）は、本市において最も誘客力のある観光資源で

あり、県内はもとより、県外からの観光客が多く訪れています。その他の文化財につい

ては、ＪＲ東海主催の「さわやかウォーキング」などで周遊するコースになっているも

のもありますが、観光資源としての活用が進んでいるとは言えない状況です。 

 

 

（４）文化財に係る･情報発信、啓発 

行政や団体等の主催で、文化財に関するシンポジウムや講演会等が開催されていま

すが、文化財に関する情報が市民に十分いきわたっているとは言えない状況です。 
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郷土資料館・近藤記念館・歴史文化館での展示のほか、市役所の市民ギャラリーや図

書館、市の教育会館などにおいてパネル展示などを実施しています。 

 

（５）活用に関わる人材の確保 

遠州
えんしゅう

三山
さんざん

(可睡斎
か す い さ い

・油山寺
ゆ さ ん じ

・尊永寺
そ ん え い じ

)などの一部の寺院では、所有者や管理者を含め

た人材が活用を推進しています。しかし、その他では、文化財の所有者や管理者が高齢

化しており、また、後継者の確保が難しい中で、活用にまで取組を広げようとする動き

は乏しい状況です。 

 

３－２文化財の活用の課題 

（１）公開・活用 

 

ア 文化財がある施設・場所については、その多くが公開を念頭に置いた機能を有して

おらず、多くの人に公開するためには、トイレ等の便益施設や駐車場、自転車用の駐車

ラックなどの整備が必要となっています。 

郷土資料館、近藤記念館、歴史文化館については、常設展示や企画展示の魅力をより

一層ＰＲすることが必要です。 

市内各所に設置されている説明板や案内板のうち、劣化の激しいものについては修

繕を行う必要があり、また、視認性やデザインなどを工夫してリニューアルすること

や、デジタル化やＩＣＴ技術の導入なども検討する必要があります。 

 

(２)教育分野における活用 

 

ア 市内の小学校では、授業等で文化財の活用が見られますが、更に文化財に触れる機

会を充実させる必要があり、幼小中一貫教育における学園の枠組みによる継続的な活

用と、まちづくり協議会などとの連携により、地域ぐるみで教育に文化財を活用する必

要があります。 

 

(３)文化財に係る情報発信、啓発 

 

ア 一部の文化財等を除き市民の認知度は高くない状況であり、ホームページはもと

より、ＳＮＳの活用など、ＤＸが進む社会に適応した効果的な情報発信のための工夫が

必要です。 

また、歴史愛好家や専門家の需要に応えることのできる、市所蔵資料のデジタルアー

カイブについては、現状ではほとんど行われていません。 

市内在住の外国人は近年増加しています。インバウンドの観光客や国内在住の外国
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人の来訪を促進するためにも、多言語による情報発信が必要となっています。 

 

（４）観光面での活用 

 

ア 遠州
えんしゅう

三山
さんざん

(可睡斎
か す い さ い

・油山寺
ゆ さ ん じ

・尊永寺
そ ん え い じ

)はもとより、その他の文化財等についても、

食や自然、景観、体験などと結びつけた観光商品の開発に取り組む必要があります。 

点在する文化財を共通するテーマで繋げ、単体にはない魅力ある観光商品として作

り上げることが必要です。 

市や観光に関わる団体、文化財所有者、観光事業者、商品開発業者などが幅広く連携 

して文化財を観光振興のために活用することが必要です。 

 

（５）活用に関わる人材の確保 

 

ア 文化財等の所有者や管理者だけでなく、様々な方の力を借りて、地域おこしなどの

観点から協働による文化財の活用を行いながら、人材育成に結び付けていくことが必

要です。 

文化財が所在する地域住民や学校に対し、まちづく協議会や幼小中一貫教育におけ

る学園などの枠組みの中で、あらためてその価値を伝え、活用することにより、地域の

活性化や学びの充実につなげる取組が必要となっています。 

さらに、歴史的な繋がりのある市内外の官民学諸団体間の連携や、情報共有による人

材の発掘・育成と活動促進が必要となっています。 
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４ 文化財の保存と活用に関する方針 

 

４－１調査研究の方針 

「文化財の調査・研究」の課題を受けて、下記の対応を行います。 

方針１ 文化財の掘り起こし                           

地域と協力、連携しながら、文化財の把握調査を進め食や文化的景観などの未指 

定文化財の発見と調査・研究に務めます。 

 

方針 2 価値を明らかにする調査の実施 

地域からの意見や情報を踏まえ、価値を明らかにする文化財の詳細調査を計画的 

に実施していきます。 

 

方針 3 発掘調査の実施 

   地域の協力を得ながら、遺跡の内容を把握するための試掘や、確認調査を実施 

していきます。 

 

方針 4 文化財に関する調査結果の整理 

市内の文化財に関する調査結果について、市民にわかりやすく伝えるための整 

   理を進めていきます。 

  

４－２保存･継承の方針 

「指定等文化財、未指定文化財などの保存・管理」、「文化財の防犯・防災対策」「保

存・管理に関する人材の確保」の課題を受けて、下記の対応を行います。 

 

方針 5 指定等文化財の適切な保存管理 

指定等文化財の管理者と定期的に連絡を取り、管理状況の確認を行うとともに、  

映像記録の再撮影を行い、文化財を守っていきます。 

 

方針 6 文化財の保存管理の推進 

平常時の管理状況について定期的に市内を巡回するとともに、コミュニティセン 

ターやまちづくり協議会などと連絡を密にする中で、情報収集を行い、文化財の保 

存管理の現状把握に務めながら、災害時には破損等の報告を迅速に行っていきます。 

 

方針 7 防犯・防災対策の推進 

   文化財の所有者や管理者に対し、自ら文化財を守るという意識の向上を図るとと 

もに、地域住民に対しても、災害資料の収集などを通じて、過去の災害などの事例 



 75 

を伝えながら、文化財を適切に継承する意識をもってもらうよう働き掛け、防犯・ 

防災対策の整備・構築につなげ、文化財を守っていきます。 

   災害発生時の応急対応、その後の復旧対応などについて、それぞれの文化財の状 

況に応じたマニュアル整備に努めます。 

 

方針 8 祭礼などの継承 

   長い年月伝えられてきた祭礼を地域住民が正しく理解し、幅広い年代が関われる 

体制を整備しながら、担い手の研修、育成を進めるため、未指定の祭礼や風習の映 

像を撮影し、記録化を進め伝えていきます。 

 

方針 9 修理・修繕などに係る財源の確保 

文化財の所有者や管理者、文化財に関係する個人や団体に対し、官民様々な助成 

制度の情報提供を行うほか、クラウドファンディングなど、新しい財源の確保方法 

とともに、企業や大学等の技術的支援や市職員によるアドバイスなど幅広く支援し 

ていきます。 

 

方針 10 保存・管理に関わる人材の育成 

文化財等が貴重な資源であることを広く訴えるための講演会や啓発講座を開催す 

ることなどにより、多くの地域住民の保存・管理への参画を促進します。 

まちづくり協議会やコミュニティセンターなどにおいて、まちづくりや地域振興 

の観点から文化財の活用の必要性や有効性を共有し、そのために必要な保存・管理 

への人材の参画を促しながら文化財を守り、伝えていきます。 

 

４－３文化財の活用の方針 

｢公開・活用｣、「教育分野における活用」、「文化財に係る情報発信、啓発」、「観光面で

の活用」、「活用に関わる人材の確保」の課題を受けて、下記の対応を行います。 

 

方針 11 文化財の公開の促進 

     文化財を公開する体制を整えるため、それぞれの状況に応じて、トイレや駐車場 

などの整備を促進するほか、説明板や案内板について新たな設置や視認性・デザイ 

ン、ＩＣＴ技術の導入などを考慮したリニューアルを図ります。 

 

方針 12 教育分野における活用 

    学校において、地域の歴史や郷土の偉人、文化財を学ぶ機会を設けるとともに、 

子どもたちにとって分かりやすい教材(副読本)を提供します。 

コミュニティセンターなどで開催する講座などにおいて、子どもたちに高齢者が 
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地域の歴史を伝える機会を設けるとともに、文化財に直に触れる機会を設け、文 

化財を活かしていきます。 

 

方針 13 効果的な情報発信 

市民を対象とした、シンポジウムや講演会等を開催するほか、ホームページや 

    ＳＮＳを活用した情報の公開、食や観光と結びつけた広報など、より効果的な情 

報発信に努め、文化財を活かしていきます。 

 市所蔵の資料を多くの方に活用していただけるよう、デジタルアーカイブ化を 

促進していきます。 

市内在住や来訪する外国人に向けて、多言語による情報発信に努めるとともに、 

文化財関係団体やコミュニティセンター、市内４つの学園や大学など連携し、幅 

広い情報発信を行っていきます。 

 

方針 14  文化財を活用した観光振興 

本市の代表的な観光資源である遠州
えんしゅう

三山
さんざん

(可睡
か す い

斎
さい

・油
ゆ

山寺
さ ん じ

・尊
そん

永寺
え い じ

)について 

    は、更に観光資源としての磨きをかけるとともに、その他の文化財についても、 

食や自然、景観、体験などと結びつけた観光商品の開発に取り組みます。 

       点在する文化財について関連文化財群を設定し、共通するテーマで繋げ、見学 

ルート、周遊ルートを整備するなど、単体ではできない魅力ある観光商品を検討 

しながら、文化財を活かしていきます。 

      市と観光団体、文化財所有者、観光事業者、商品開発業者などが幅広く連携を 

図り、文化財を活用した観光振興を図ります。 

 

方針 15  活用に関わる人材の確保 

      ＮＰＯや域外のイノベーター(新たに現れた商品やサービス、ライフスタイル 

   などを最も早い段階で受け入れる人)、本市にゆかりのある人たちの力を借りて、 

    観光だけでなく、地域おこしやまちづくりの観点から協働による文化財の活用を 

行いながら、人材の育成を図ります。 

      文化財を含めた地域に魅力を求めている移住者、地域住民や幼小中一貫教育に 

おける学園などに対して、あらためてその価値を伝え、文化財の活用をとお 

して地域と文化財の活用につなげる活動に参画する、高齢者をはじめ幅広い 

人材を増やします。 
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５ 文化財の保存と活用に関する措置 

措置は、市費、県費、国費(文化財補助金・地方創生推進交付金等)、その他民間資金等

も活用しながら進めていく。  

（１）調査研究の措置 

※表の担い手の項目の内、「市民」とは住民、文化財所有者、文化財における関係団体、自治会、まちづくり協議会を指

し、「学校」は幼小中一貫教育における学園、高校、大学を指し、「市」とは主に袋井市の文化財担当及び関係部署を指

し、「専門家」は研究機関、専門家、文化財保護審議会を示します。 

 

 

 

事業名 事業概要 財源 

担い手 実施計画 

市民 学校 市 専門家 
前期 

２年 

中期 

３年 

後期 

３年 

方針１ 文化財の掘り起こし 

 

※当該項目につい

ては、64 ベージの

措置表に記載した

とおり。 

      

   

方針２  価値を明らかにする調査の実施 

６ 
市所蔵資料の

再整理 

歴史文化館を中心に、市

で所蔵している、明治～

昭和20年代の近代文書の

再整理を実施する。 

市費   〇  

   

７ 
指定等文化財

の詳細調査 

把握調査から、将来指定

等文化財となりえる候補

を選定し、更なる詳細調

査を実施する。 

市費 〇 ○ ○  

   

方針 3  発掘調査の実施 

８ 
遺跡の範囲確

認調査 

内容の不明な遺跡を中心

に、試掘や確認調査を実

施する。 

市費 

県費 

国費 
〇  ○  

   

方針 4  文化財に関する調査結果の整理 

９ 
文化財のデー

タべースの作

成 

成果の公開に向けた、文

化財の調査成果をわかり

やすく整理したデータベ

ースを作成する。 

市費   ○  
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（２）保存・継承の措置   

事業名 事業概要 財源 

担い手 実施計画 

市民 学校 市 専門家 
前期 
２年 

中期 
３年 

後期 
３年 

方針 5  指定等文化財の適切な管理 

10 
指定等文化財
の修理・修繕 

指定等文化財の定期的な

診断と、計画的な修理・修

繕を実施する。 

市費 ○ ○ ○  

   

11 
指定等文化財の
映像記録保存 

源朝公御祭礼や法多山田

遊祭などの映像記録の再

撮影を実施する。 

市費 ○ ○ 〇  
   

方針 6  文化財の保存管理の推進 

12 

文化財の災害
発生時におけ
る破損等の報
告 

災害発生時の破損等の報

告を地域から行政に迅速

に行う体制を整備する。 

市費 〇 ○ ○  

   

13 
文化財の保存
管理 

未指定を含めた文化財の

草刈りや清掃、点検整備な

ど保存管理を地域ととも

に実施する。 

市費 〇 ○ ○  

   

方針 7  防犯・防災対策の推進 

 

※当該項目につい

ては、104ベージの

措置表に記載した

とおり。 

      

   

方針 8 祭礼などの継承 

14 担い手の育成 

未指定の祭礼や風習など

の映像を撮影し、記録化す

るとともに、担い手の研

修、育成を地域ぐるみで進

める。 

市費 ○ ○ ○  

   

方針 9 修理・修繕などに係る財源の確保 

15 
補助金や助成制

度他の活用 

助成制度他の活用や、クラ

ウドファンディングなど

新しい財源確保の情報を

提供する。 

民間助成 ○ ○ ○  

   

16 技術等の支援 

財政的支援に限らず、企業

や大学等の技術的支援や、

市職員によるアドバイス

など幅広い支援体制を構

築する。   

民間助成 ○ 〇 ○  

   

方針 10 保存・管理に係る人材の育成 

17 
保存・管理のた
めの人材育成 

技術を持つ個人や、団体等に

対して、啓発講座等を通じた

人材育成を実施する。 

団体間の連携を密にしつつ、

ふじのくに文化財保存・活用

推進団体への認定を促進し

ながら、保存・管理に係る人

材を育成する。 

市費 〇 ○ 〇  
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（３）公開・活用の措置 

事業名 事業概要 財源 

担い手 実施計画 

市民 学校 市 専門家 
前期 
２年 

中期 
３年 

後期 
３年 

方針 11  文化財の公開の促進 

18 
指定等文化

財に関する

施設整備 

トイレ・駐車場・自転車

用ラック等の施設整備

を行う。 

市費

県費 

国費 
  〇  

   

19 
説明板の設

置・修繕 

説明板等の、ICT 技術な

どを用いた、わかりやす

く統一感のある設置・修

繕を実施し、見学環境の

向上に務める。 

市費   〇  

   

方針 12  教育分野における活用 

20 
郷土資料館

や遺跡見学

等の支援 

学校(学園)の授業にお

ける郷土資料館の利用

や遺跡見学などに際し

て、歴史関係団体や地域

の高齢者など幅広い世

代と協力しながら説明

を行う。 

市費 〇 ○ 〇  

   

21 
学校(学園）

への出前授

業 

学校（学園）と連携した

出前授業について、行

政・歴史関係団体・地域

の高齢者など幅広い世

代が効果的な役割分担

のもとに対応する。 

市費 〇 ○ 〇  

   

22 
学習教材の

提供 

デジタル版を含めた副

読本作成の支援や、郷土

の偉人顕彰のためのパ

ネル・パンフレット・漫

画等を地域と協力しな

がら作成する。 

市費 
民間助成 

〇 ○ 〇  

   

方針 13 効果的な情報発信 

23 
講演会・講

座等の実施 

関連文化財群など文化

財の新たな価値を広く

知ってもらうための講

演会や講座等を実施す

る。 

市費 〇 ○ 〇  

   

24 

外国語に対

応したパン

フレット等

の作成 

市の文化財の魅力を住

民とともに外国人観光

客に伝えるためのパン

フレット、ホームページ

等の整備を進める。 

市費
国費 

  〇  

   

25 

市所蔵資料

のデジタル

アーカイブ

の促進 

市所蔵の古文書の写真

及び、文字起こしのデー

タをデジタルアーカイ

ブとして公開すること

を促進していく。 

市費  
国費 

  〇  
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事業名 事業概要 財源 

担い手 実施計画 

市民 学校 市 専門家 
前期 
２年 

中期 
３年 

後期 
３年 

26 

ガイドブッ

クやホーム

ページ等の

整備 

市の文化財を広く理解

してもらうため、ガイド

ブックやホームページ、

SNS等の整備を行う。 

 

市費 ○  〇  

   

27 
幅広い手法

による情報

発信 

文化財の魅力を幅広く

伝えるため、地元情報誌

等と連携し、食や観光と

結びつけた広報など、

様々な情報を掲載する。 

また、団体やコミュニテ

ィセンターと連携して、

文化財の情報をホーム

ページや SNSなどを使っ

て発信する。 

幼小中一貫教育におけ

る学園・大学と連携した

情報発信を進める。 

 

市費 〇 ○ 〇  

   

方針 14 文化財を活用した観光振興 

28 
広域連携に

よる見学ル

ートの提案 

市内に止まらず、歴史的

にゆかりのある近隣市

などと連携し、点在する

文化財を共通項で結ぶ

関連文化財群などを基

に、見学ルートの提案を

し、観光振興につなげ

る。 

市費 ○ ○ 〇  

   

29 

文化財を活

用した地域

ブランドの

強化 

文化財を観光に利用す

るため、文化財担当と観

光担当部局、観光に関わ

る団体、文化財所有者、

観光事業者、商品開発業

者などが幅広く連携し

ながら、観光商品の開発

に取り組み、地域ブラン

ドを高める。 

 

市費 ○ ○ 〇 ○ 

   

方針 15  活用に関わる人材の確保 

30 
文化財ガイ

ドの育成 

地域住民を幅広く巻き

込んだ文化財ガイドの

育成をめざし、講習会や

研修を実施する。  

市費 〇 ○ 〇  

   

31 
高齢者向け

講座 

駿遠線・秋葉線など懐か

しの資料を用いた回想

法の視点に立った講座

を開催しながら、高齢者

の参画を促進する。 

市費 〇 ○ 〇  
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第７章 関連文化財群 

 

１ 関連文化財群の定義 

関連文化財群とは、「地域の多種多様な文化財を歴史文化の特徴に基づくテーマやスト

ーリーに沿って一定のまとまりとして捉えたものである。まとまりをもって扱うことで，

未指定文化財についても構成要素としての価値付けが可能となり、また、相互に結びつい

た文化財の多面的な価値・魅力を発見することができる。」(「文化財保護法に基づく文化

財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針」令和3年

6月 文化庁)と定義されているとおり、関連性が認められ、テーマなどが共通し、総合的・

一体的に取り組むことにより、効果的な保存やひときわ魅力ある活用が考えられる、複数、

多数の指定・未指定の文化財で構成されるテーマのことです。 

 

２ 本市における関連文化財群 

第２章では、本市の歴史文化の特徴を、「川がもたらす豊かな恵みと歴史文化」、「「境

の地」における往来が生み出す歴史文化」、「秋葉信仰と街道の歴史文化」、「自然災害へ

の備えと復興の歴史」としました。 

この特徴を基本として、河川、道、秋葉信仰が時代を通じて地域に多くの文化財を残す

基となり、まとまりとして捉えられることから、次の３つの関連文化財群を設定しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-１ 概 要 

 本市の歴史的な成り立ちや風土、気候、地勢などを踏まえ、また、現代に伝えられて

いる遺跡、施設、人物、交通、民俗芸能、祭礼、信仰などを俯瞰し、袋井ならではの次

のテーマにより、指定・未指定、有形・無形の文化財等を一つのまとまりとして捉え、

関連文化財群として総合的・一体的な保存・活用に取り組んでいくこととします。 

 

       歴史文化の特徴              関連文化財群 

川がもたらす豊かな恵みと歴史文化 

「境の地」における往来が生み出す歴史文化 

秋葉信仰と街道の歴史文化 

自然災害への備えと復興の歴史 

１河川に育まれた平野の歴史と人々の祈り 

２道がもたらした人の往来と文化 

３火伏せの神の信仰と地域の連帯 
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テーマ１ 河川に育まれた平野の歴史と人々の祈り 

テーマ２ 道がもたらした人の往来と文化 

テーマ３ 火
ひ

伏
ぶ

せの神の信仰と地域の連帯 

 

２-２ 関連文化財群の現状と課題・方針・措置 

 

テーマ１ 河川に育まれた平野の歴史と人々の祈り 

 
市内を南北に流れる太田川

お お た が わ

や原谷川
はらのやがわ

を代表とする河川は、古くから地域に豊かな水の 

恩恵をもたらし、穀倉地帯を形成しました。一方、肥沃な平野は多くが軟弱地盤である 

ために、地震発生時には噴砂
ふ ん さ

による液状化の被害を受けました。傾斜の少ない平野は、 

河川の氾濫や沿岸部の高潮によって浸水被害を大きく受けるなど、自然災害との戦いの 

中で土地を守り、災害に備え、復興する過程で地域を発展させる努力をしてきました。 

自然に立ち向かうなかで、人々は農作物の実りへの感謝とともに、災いから逃れるた 

めの祈りを捧げてきました。 

ア 内 容 

〈用水〉本市の平野部は、西側を南流する太田川
お お た が わ

や、北東方向から小笠山
おがさやま

を迂回して流

れる原野谷川
は ら の や が わ

などの河川によって形成された沖積地
ちゅうせきち

で、河川の流域一帯では飲料水はも

とより、農業用水(仲井
な か い

用水
ようすい

・磐田
い わ た

用水
ようすい

・大井川用
おおいがわよう

水
すい

)などの建設により豊かな水の恩恵

を受けました。 

 

〈防災〉一方、市内南部では標高差が少なく、江戸時代以前まで蛇行して流れていた河

川の氾濫を食い止めるため、古堤
ふるづつみ

や浅羽大囲堤
あさばおおがこいづつみ

を造り、伊奈忠次
い な ち た だ つ ぐ

による大規模な河川改

修が行われたことに加え、命山
いのちやま

を築き高潮
たかしお

の被害から人々の命を守る中で、豊かな穀倉
こくそう

地帯
ち た い

(とうもん)を形作ってきました。 

 太田川
お お た が わ

、原野
は ら の

谷川
や が わ

が形成した肥沃な平野は、一方では軟弱土壌を形成し、地震発生時

には噴砂
ふ ん さ

による液状化をもたらし、被害を拡大させました。 

 市内の遺跡調査では、鶴
つる

松
まつ

遺跡から弥生時代後期、坂尻
さかじり

遺跡では天武13年(684年)の

白鳳
はくほう

地震の痕跡を示す噴砂を、新堀
しんぼり

遺跡では古墳時代前期から鎌倉時代(４〜13世紀)に

かけての噴砂を、袋井
ふくろい

宿
しゅく

遺跡では安政地震（1854年）、鶴田
つ る た

I遺跡では昭和19年（1944年）

の東南海地震の痕跡を示す噴砂をそれぞれ確認しています。こうした遺跡の発掘調査で

確認できた噴砂は、地震発生のメカニズムや、周期など予知に関する重要な情報を提供

しています。 

桒原家当主が書き記した『長溝
ながみぞ

村
むら

新田
しんでん

開発
かいはつ

由緒書
ゆいしょがき

』には、宝
ほう

永
えい

４年(1707年)の宝
ほう

永
えい

地

震の地割れや液状化の様子や、富士山の噴火の様子にいたるまで事細かく記されている

ばかりではなく、地震による火災発生の初期消火の必要性や、竹藪など安全な場所への
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避難などを伝えるなど、防災への意識の高さがうかがえる資料となっています。また、 

中世には畿内大寺院から苗を借り受け、戦国期には大名による新田
しんでん

開発
かいはつ

によって米の実

りはさらに増えました。江戸時代中期の延宝
えんぽう

８年(1680年)の高潮災害の様子は、

『百姓伝記
ひゃくしょうでんき

』が詳しく伝えています。江戸時代中期、延宝８年(1680年)の高潮災害から

の復興時には、豊かな実りを期待する村落名を冠するなど、市内の南部地域は、近世を

通じて掛川藩
かけがわはん

や横須賀藩
よ こ す か は ん

をその収穫から支えてきました。 

河川の形成した平野が広がる当市の多くは、遮るもののないなだらかな土地となって

いますが、冬場に北東方向から吹く「遠州
えんしゅう

の空っ風」は家屋敷に強風が直接当たるため、

人々は土地境にマキの木を植え、塀状に四角く刈り込む「マキ囲い」を作り土地を守る

工夫してきました。 

 

〈開発〉市内では古くは弥生時代より水田耕作の痕跡が春岡
はるおか

遺跡や堀越
ほりこし

ジョウヤマ遺跡

において確認でき、古代においては条里制
じょうりせい

の施行が行われたことが、川田
か わ だ

・藤蔵渕
とうぞうぶち

遺跡

や春岡
はるおか

遺跡で確認されるなど、豊かな水と肥沃な平野を背景に、農業的基盤が発達して

きました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

中新田命山               法多山田遊び祭 

江戸時代末に松袋井
まつふくろい

村に生まれた名倉太郎馬
な ぐ ら た ろ う ま

(1840〜1911年)は、犂
すき

による耕運やスジ

植えなど、稲作技術の改良を実行に移すため、水田や周辺道路、用水路・河川の整備に

積極的に取り組み、後に「静岡方式」と呼ばれた耕地整理の区割りは全国的に広がりま

した。 

 

〈祭り・行事〉農作物の豊穣から、生活の安泰、生命の長久を手に入れるため、人々は

農耕暦を軸に季節の折り目に神仏を迎える祭りを営んできました。生産の完遂と生命の

安息を祈り、願い成就の感謝を捧げる儀礼行動が芸能の母胎となりました。  

この儀礼行動は、別々に発展してきたウタ（歌）、マイ（舞）、オドリ（踊）などで、

願いや感謝を届ける手段とし、住民みずからが演者となって伝承してきました。 

また、悪霊
あくりょう

追放
ついほう

、災厄
さいやく

鎮圧
ちんあつ

を目的として祓
はらい

のための行事も行われ、疫病
えきびょう

や自然災害

から身を守ることが難しかった時代の風俗慣習が様々な行事として伝わってきました。 
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 市内の民俗芸能を見てみると、大きくは以下の行事に分けられます。 

（1）正月の予祝行事 

（2）盆の念仏行事 

（3）精霊や農神・疫神等の送り(仏神送り・祓い) 

次に季節ごとに整理すると、以下のようになります。 

① 正月は秋の実りを約束するために予
よ

祝
しゅく

行事
ぎょうじ

としての田遊
た あ そ

び 

法多山
は っ た さ ん

の田遊び(1)、冨士浅間宮
ふ じ せ ん げ ん ぐ う

の田遊祭(1)が行われています。 

 

② 梅雨期に疫神
えきじん

を払うための祇園祭
ぎおんまつり

 

山梨祇園祭
やまなしぎおんまつり

(3)が行われ、渡御
と ぎ ょ

の神輿
み こ し

行列
ぎょうれつ

は猿田彦
さるたひこ

が先導し還御
かんぎょ

までの祭事期間に曳

き物が各町内を巡り祓いが行われます。 

 

③ 盆には亡き先人の魂を弔うための念仏行事 

大念仏(木原大念仏
き は ら だ い ね ん ぶ つ

・松袋井飛念仏
まつふくろいとびねんぶつ

)(2)、廻り念仏(源朝長公御祭礼
みなもとのともながこうごさいれい

)(2)、カサンボコ

(傘鉾
かさんぼこ

)(上山梨
かみやまなし

地区のカサンボコ)(2)、サナブリ(春岡
はるおか

・下山梨
しもやまなし

・堀越
ほりこし

・木原
き は ら

・北原川
きたはらかわ

・

名栗
な ぐ り

・不入斗
ふ に ゅ う と

地区のサナブリ)(2)、地蔵盆(上山梨
かみやまなし

の子供念仏)(2)など、子どもたちにな

どよる精 霊
しょうりょう

送
おく

りと施餓鬼旗
せ が き ば た

送
おく

りが行われます。 

 

④ 豊穣
ほうじょう

のお礼と村落内の疫神祓
えきじんはらい

い 

現在は地域コミュニティーの一翼を担う舞子による舞や人形と松の枝を載せた曳物
ひきもの

(屋台・ネリ)の曳き廻し(市内の秋祭り)(3)と、市南部地域では田
た

の神
かみ

祭事
さ い じ

と馬上から破

魔矢による的射ちによって疫神払い(梅山八幡
うめやまはちまん

神社のヤブサメ)(3)が行われます。 

 

⑤ 冬期の 12 月 8 日の「コトヨウカ」には送り神行事 

岡山
おかやま

地区の山の神祭り(3)が行われ、青笹を持った子供たちの手で祓いと新生児の子

ども組への加入の依頼が行われます。 

また、それら芸能に使用される道具類や生活文化等に関連する品々も数多く残されて

います。 

テーマ１を構成する文化財 

 区分 類型 名称 

1 県指定 遺跡 大野命山 

2 県指定 遺跡 中新田命山 

3 県指定 民俗（無形） 法多山田遊び祭 七段 

4 市指定 民俗（無形） 冨士浅間宮田遊び祭 

5 市指定 民俗（無形） 源朝長公御祭礼 

6 市指定 民俗（無形） 木原大念仏 

7 市指定 民俗（無形） 岡山山の神祭り 
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8 未指定 文化的景観 太田川 

9 未指定 文化的景観 原野谷川 

10 未指定 遺跡 古堤 

11 未指定 遺跡 浅羽大囲堤 

12 未指定 遺跡 春岡遺跡 

13 未指定 遺跡 堀越ジョウヤマ遺跡 

14 未指定 遺跡 川田・藤蔵渕遺跡 

15 未指定 遺跡 鶴松遺跡 

16 未指定 遺跡 坂尻遺跡 

17 未指定 遺跡 新掘遺跡 

18 未指定 遺跡 袋井宿遺跡 

19 未指定 遺跡 鶴田I遺跡 

20 未指定 有形（歴史資料） 『百姓伝記』 

21 未指定 民俗（無形） 山梨祇園祭 

22 未指定 民俗（無形） 松袋井飛念仏 

23 未指定 民俗（無形） 上山梨地区カサンボコ 

24 未指定 民俗（無形） 春岡・下山梨・堀越・木原・北原川・名栗・不入斗地区のサナブリ 

25 未指定 記念碑 一円融合の碑 

26 未指定 有形（歴史資料） 浅羽庄水除堤相論裁許絵図 

27 未指定 有形（歴史資料） 長溝村新田開発由緒書 

28 未指定 文化的景観 マキ囲い 

29 未指定 文化的景観 とうもん 

 

 

 

 

 

 

 

 

カサンボコ         山梨祇園祭           マキ囲 

 

イ 現状と課題 

災害の歴史は平穏な時代が続くと忘れがちです。市内でも「七夕
たなばた

豪雨
ご う う

」（昭和49年・1974

年）の被害を知る世代は限られ、豊かな穀倉地帯として捉えられがちな「とうもん」も水

害や高潮などの自然災害との歴史の上に成り立っていることはあまり知られていません。 

沿岸部には、津波から地域住民を守るため、全国に先がけて「平成の命山
いのちやま

」が建設され 

ましたが、その建設の基となった江戸時代の 2か所の命山
いのちやま

(大野
お お の

命山
いのちやま

・中新田
なかしんでん

命山
いのちやま

)が、 
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テーマ 1を構成する文化財の位置 

 

●源朝長公御祭礼５ 

●太田川８ 

●原野谷川９ 

●松袋井飛念仏 22 

●一円融合の碑 26 
●浅羽大囲堤 11 

●古堤 10 ●新堀遺跡 17 

１大野命山● 
●中新田命山２ 

●岡山山の神祭り７ 

●袋井宿遺跡 18 

●大井川用水 

●坂尻遺跡 16 

●不入斗・名栗・北原川サナブリ 24 

●鶴松遺跡 15 

●堀越ジョウヤマ遺跡 13 
●堀越地区サナブリ 24 

●鶴田Ⅰ遺跡 19 

●川田藤蔵渕遺跡 14 

●下山梨地区サナブリ 24 
●磐田用水 

●上山梨地区カサンボコ 23 
仲井用水圦桶取水口● ●春岡遺跡 12 

●春岡地区サナブリ 24 山梨祇園祭● 

29 とうもん● 
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どのような歴史経過の中で成り立ったのかを知る人はまだまだ少ないです。 

上水道や用・排水路が整備された現代においては、当たり前のように水を得ることがで

きています。かつては、河川の自然の流れから水を引き、生活や農業へと利用していまし

たが、自然任せであるが故に、渇水や洪水など、ひとたび災害が発生するとその扱いをめ

ぐって人々は争い、協力しながら復興の努力を重ねてきました。こうした河川や水をめぐ

る苦難の歴史は忘れがちになっています。 

日々の生活の中で季節を感じつつ、大地の恵みに感謝する気持ちや機会も薄れているこ

とは明らかで、地域に伝わる民俗芸能について、その本質を理解して参加している人は少

ないと言わざるを得ませんし、存続そのものも危機に直面しています。 

 

ウ 方 針 

方針１ 河川にまつわる歴史の再認識と防災 

 「河川」にまつわる地域の歴史や河川から派生する営み、農耕文化、信仰などについ

て、地域住民があらためて確認、理解し、特に近年頻発する豪雨災害や予想される東南

海トラフ地震の被災地となりうる本市において、先人が積み重ねた知恵を生かしながら、

地域の発展のための防災に役立てます。 

 

 方針２ 民俗芸能の再認識と未来への伝承 

 先人が河川をはじめ自然の力に畏敬の念を持ちながら、四季の成り立ちとそこからの

恵みに感謝する気持ちで伝えてきた民俗芸能は、地域連帯を深めるきっかけとなってき

たことから、民俗芸能の歴史的な成り立ちを再認識しながら、現代においても未来へ伝

えていくべきものとして、保存・活用に取り組みます。 

 

エ 措 置 

事業名 事業概要 財源 

担い手 実施計画 

市民 学校 市 専門家 
前期 
２年 

中期 
３年 

後期 
３年 

方針１ 河川にまつわる歴史の再確認と防災 

32 
河川氾濫箇所

の実態調査 

地域からの聞き取りを

基にした情報収集や、

古文書調査を進め、氾

濫位置の特定を進め

る。 

 

市費 〇  〇 ○ 
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テーマ２ 道がもたらした人の往来と文化 

 

 奈良時代に整備された東海道
とうかいどう

は都と地方を結ぶ重要な道として位置付けられていました。

市内においても、東西方向への人と物の移動を軸に、官衙
か ん が

関連施設が交通の要所となる位

置から発見されています。こうした道は、奈良時代以前の古墳時代から、古墳などの立地

によって人々の往来が想定されており、長い歴史の中で成立して来ました。 

 東海道
とうかいどう

は、奈良時代の後も各時代の幹線道路として意識されながら、江戸時代には江戸

と地方を結ぶ道としてさらなる発展を遂げます。人々は道を移動する中で、日記や歌に記

録を残し、沿線には様々な文化をもたらしました。 

 明治時代に入ると、鉄道の発達とともに、東西交通に加え、当市を起点に南北方向への

鉄道路線が開業すると、ますます、人と物の往来が活発となり、地域が発展しました。 

 ア 内 容 

〈古代東海道
とうかいどう

の遺跡〉 

「東海道
とうかいどう

」は都から東方向の海岸沿いの官道
かんどう

を指す名前です。古代では都とその周辺の

５つの国(大和
や ま と

・山背
やましろ

・摂津
せ っ つ

・河内
か わ ち

・和泉
い ず み

)を五畿
ご き

と呼び、それ以外の国を七道
しちどう

(東海道
とうかいどう

・東山道
とうさんどう

・

北陸道
ほくりくどう

・山陰道
さんいんどう

・山陽道
さんようどう

・南海道
なんかいどう

・西海道
さいかいどう

)という地域区画で言い表していました。 

33 
歴史資料に基

づく防災教育 

静岡県指定史跡「命山」

の見学や、郷土資料館

における展示やパンフ

レットを通じた災害の

歴史を知る機会を増や

し、防災教育を進める。 

市費 ○ ○ 〇 ○ 

   

34 
体験談に基づ

く防災教育 

地域の高齢者から災害

の体験談を聞く機会を

創出する。 市費 〇 ○ 〇  

   

方針 2  民俗芸能の再認識と未来への伝承 

35 
民俗芸能を知

る機会の創出 

パンフレット、動画、イ

ンターネットや、郷土

資料館などの展示を通

じた地域の民俗芸能を

知る機会を増やしてい

く。 

市費 〇 ○ 〇  

   

36 
民俗芸能の記

録化 

地域に残る民俗芸能を

動画で記録し残してい

く。 

市費 
国費 
民間助成 

〇 〇 〇 ○ 

   

37 
民俗芸能の伝

承方法の検討 

幅広い世代が無理なく

関わり、支えることの

できる伝承方法につい

て、地域全体で議論す

る場を設ける。 

市費 
民間助成 

〇 〇 〇 ○ 
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都と国府
こ く ふ

を結び、人の往来や物流の大動脈であった駅路
え き ろ

は、古代の主要幹線でした。こ

のうち東海道は、西から伊賀
い が

・伊勢
い せ

・志摩
し ま

・尾張
お わ り

・三河
み か わ

・遠江
とおとうみ

・駿河
す る が

・伊豆
い ず

・甲斐
か い

・相模
さ が み

・

武蔵
む さ し

・安房
あ わ

・上総
か ず さ

・下総
しもうさ

・常陸
ひ た ち

の 15の国で構成されていました。当市を含めた静岡県西部

はこの内、遠江国に属しています。 

 遠江は、古くは「遠淡海・とおつおうみ」とも記され、都から遠い湖のある国という意

味で用いられ、近江
お う み

と対比しながら、都からの距離と方向で認識される存在でした。 

 前述した七道は、都との重要度において大路
た い ろ

・中路
ちゅうろ

・小路
しょうろ

という区分がありました。大路
た い ろ

は最も重要で、都と大宰府
だ ざ い ふ

を結ぶ山陽道
さんようどう

が唯一該当しました。東海道と東山道
とうさんどう

は、律令国

家においては対蝦夷
え み し

政策を含めた東北経営の重要な役割を担っており、中路
ちゅうろ

と位置付けら

れていました。 

 平城京
へいじょうきょう

から「遠江国山名郡進上中男作物堅魚十斤天平十七年□月」と書かれた木製荷札

(木簡
もっかん

)が出土しています。この木簡に書かれた内容は、天平
てんぴょう

17年(745年)に遠江の国の山名

郡に住んでいた中男
ちゅうなん

(養老令
ようろうりょう

では17〜20歳)が、乾燥した鰹十斤
じゅっきん

(約6〜7kg)を奈良の都に

納めた記録を記した送り状です。都と袋井市の関係を示す重要な記録です。 

 国の下部に位置する郡の業務を担うのが郡家
ぐ う け

(郡役所)です。遠江の国には八つの郡があ

り、山名郡家
や ま な ぐ う け

に袋井市の掛之上
か け の う え

遺跡、佐野郡家
さ や ぐ う け

に坂尻
さかじり

遺跡、周智郡家
し ゅ う ち ぐ う け

に稲荷領家
い な り り ょ う け

遺跡がそ

れぞれ推定されていますが、河川の沿岸の自然堤防
し ぜ ん て い ぼ う

上に立地している共通した特徴があり、

東海道の陸路とともに、水上交通の便も意識した立地であったことが分かります。 

 こうした奈良時代の行政関連施設は、突然成立するものではなく、それ以前の古墳時代

中期(５世紀)頃から、人々や物資の往来のあった主要な道が基盤となって成立したことが、

市内に残る川会坊主山
か わ え ぼ う ず や ま

古墳、春岡
はるおか

１・２号墳、石ノ形
い し の が た

古墳、大門大塚
だいもんおおつか

古墳、五ケ山
ご か や ま

Ｂ２号墳

など主要な古墳の立地と官衙
か ん が

関連遺跡の立地や、主要道の立地に重なることが分かってき

ています。 

 

〈行きかう人々の記録〉 

防人
さきもり

は、古代の北九州の防備にあたった兵士で、天智天皇２年(663年)の白村江
はくすきのえ

の戦い以

降制度化され、初めは全国から３年交代で選ばれていましたが、後には東国
とうごく

出身者に限ら

れるようになりました。 

 現在の静岡県西部にあたる遠江にまつわる防人の

歌が７首ほど残されていますが、このうち、当市に

関係する歌では、「時時
ときどき

の花は咲けども何すれそ 母

とふ花の咲出
で

来
こ

ずけむ」(季節々々には花は咲くのに、ど

うして母という花は咲かないのだろうか。咲けば手折ってでも

持 っ て き た の に )の一首を、山名郡
やまなぐん

出身の防人
さきもり

丈部真磨
はせつかべのままろ

が詠んだとされ、同じく、山名郡
や ま な ぐ ん

の

丈部川相
はせつかべのかわい

が任地へ向かう途中で詠んだとされる一首 袋井中学校の万葉歌碑( ) 
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が「遠江
とおとうみ

白羽
し る は

の磯
いそ

と贄
にえ

の浦と あいてしあらば言
こと

も通はむ」(遠江の白羽の磯と贄の浦とのよう

に、ここと故郷とが向いあっているのなら、言葉も通いあうだろうに。遠くくだたっていては思いがつのる

ばかりだ。)があります。また、佐野郡
さ や ぐ ん

の丈部黒当
はせつかべのくろた

は「父母も花にもがもや草枕 旅は行く

とも捧
ささ

ごて行かむ」(父も母も花であってほしかった。草を枕の旅であっても捧げて持っていくものを)

と詠み、丈部真磨の歌を受けて作ったと推定されています。 

この他にも、「 紅
くれない

の浅羽
あ さ ば

の野らに刈る草
かや

の束
つか

の間
あいだ

も吾
あ

を忘らすな」(紅色の染色の「浅い」

ではないが、「浅」の名を持つ浅羽〔葉〕の野で刈る菅の束、その束の間も私をお忘れにならないでください

な。)、「浅羽野
あ さ ば の

に立ち神
かむ

さふる菅
すが

の根のねもころ誰
だが

ゆゑわか恋ひなくに」（浅羽野〔浅葉〕に立

ち神々しくなっている管の根ではないが、心から他の誰かのために私は恋をしたりはないのに。）の二首は、

いずれも年代や作者は不明で、諸説ありますが、浅羽の地名を表した最古の例です。 

 

〈近世東海道〉 

宿駅
しゅくえき

の設置と合わせ、街道の整備に着手した徳川家康は、一里塚
い ち り づ か

の設置や街道の両側に

並木を植えることを命じています。『当代記
とうだいき

』の慶長
けいちょう

９年(1604年)８月の条によれば、街

道は道幅五間、五間四方の大きさの一里塚を築くよう記されています。一里塚には榎
えのき

が主

に採用されました。 

 市内では、久津部
く つ べ

一里塚と木原
き は ら

一里塚にそれぞれ築かれました。松並木
ま つ な み き

については、昭

和初期頃までは市内を横断する東海道沿いに茂っていたようですが、現在は、新屋から名

栗地区にかけて約200本が残る(久努
く ど

の松並木)程度となりました。 

 いわゆる江戸時代の「東海道五十三次」のうち、多くの宿は慶長
けいちょう

６年(1601年)に設置さ

れましたが、袋井宿
ふくろいしゅく

はかなり遅れて、元和２(1616年)に開設となりました。東海道の宿と

宿との間隔は平均で二里余り(約7.8km)でしたが、見付
み つ け

と掛川宿
かけがわしゅく

の間は四里弱(約15.6km)と

長かったため、荷物の輸送や旅人の往来に都合が悪く、見付と掛川の宿のほぼ真ん中に袋

井宿が開設されました。 

文化10年(1813年)、大阪の豪商升屋
ま す や

の四代目当主平右衛門こと片山重芳
かたやましげよし

が記した

『仙台下向日記
せ ん だ い げ こ う に っ き

』には、袋井宿の本陣に宿泊し朝食に出された献立が細かく記されていて、 

「玉子
た ま ご

ふわふわ」の文字が見えます。近年、袋井市内ではこの歴史的な記録からヒントを

得て、再現料理として市内のお店で提供されています。 

 

〈鉄道の時代〉 

明治22年(1889年)東海道幹線鉄道(1895年から東海道線と改称)が東京－神戸間で開業し、

全線が開通しました。その後、森町
もりまち

などから袋井への交通手段として、秋葉街道
あ き は か い ど う

沿いに明

治35年(1892年)、全長13.7ｋｍ、軌間726mmの秋葉
あ き は

馬車
ば し ゃ

鉄道
てつどう

が開業しました。 

明治44年(1911年)に藤枝
ふじえだ

から相良
さ が ら

方面への藤相
とうそう

鉄道が開業したことを契機に、袋井から

横須賀
よ こ す か

間でも中遠鉄道
ちゅうえんてつどう

が建設され、昭和２年(1927年)には、新三俣
しんみつまた

まで延長されます。袋

井駅を中心に、南北方向・東西方向へ鉄道網が伸び、要衝として発展していきます。 
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テーマ２を構成する文化財 

 区分 類型 名称 

1 市指定 有形（絵画） 袋井宿絵図 

2 市指定 有形（古文書） 袋井宿開設お墨付 

3 市指定 有形（古文書） 袋井本陣御宿帳 

4 市指定 有形（歴史資料） 梅屋敷の看板 

5 市指定 遺跡 久野城址 

6 未指定 有形（歴史資料） 木製荷札（山名郡記銘木簡） 

7 未指定 有形（歴史資料） 秋葉線車両 

8 未指定 有形（石造物） 中遠碑 

9 未指定 有形（石造物） 正岡子規句碑 

10 未指定 遺跡 掛之上遺跡 

11 未指定 遺跡 坂尻遺跡 

12 未指定 遺跡 稲荷領家遺跡 

13 未指定 遺跡 川会坊主山古墳 

14 未指定 遺跡 春岡１・２号墳 

15 未指定 遺跡 石ノ形古墳 

16 県指定 遺跡 大門大塚古墳 

17 県指定 遺跡 五ケ山Ｂ２号墳 

18 未指定 有形（歴史資料） 万葉歌碑（丈部川相） 

19 未指定 有形（歴史資料） 『遣塵和歌集』 

20 未指定 遺跡 久津部一里塚と木原一里塚 

21 未指定 文化的景観 松並木（久努の松並木） 

22 未指定 遺跡 袋井宿 

23 未指定 有形（歴史資料） 『仙台下向日記』 

24 未指定 民俗文化財 玉子ふわふわ 

25 未指定 遺跡 秋葉馬車鉄道 

26 未指定 遺跡 駿遠線 

27 未指定 遺跡 袋井駅 

28 未指定 有形（歴史資料） 飛脚取次所管版 

29 市指定 有形（歴史資料） 本陣絵図 

30 未指定 文化的景観 冨士浅間宮赤鳥居 

31 未指定 文化的景観 天橋 

32 未指定 文化的景観 中川土橋 

33 未指定 有形（絵画） 東海道袋井宿浮世絵 

34 市指定 有形（建造物) 澤野医院記念館 

35 国登録 有形（建造物) 旧中村洋裁 

36 国登録 有形（建造物) 天竜浜名湖鉄道一宮橋梁 

37 未指定 有形（石造物） 法多街道・町石 

38 未指定 遺跡 勅使塚 
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テーマ２を構成する文化財の位置 

●天竜浜名湖線一宮橋梁 36 

●川会坊主山古墳 13 

 

●稲荷領家遺跡 12 

 
●春岡１・２号墳 14 

●久野城５ 
●石ノ形古墳 15 

 
●坂尻遺跡 11 

 

●久努の松並木 21 
●久津部一里塚 20 

 

冨士浅間宮赤鳥居● 

●法多街道町石 37 

●五ケ山 B2 号墳 17 

●法多街道町石 37 

●勅使塚 38 

●袋井駅 27 
９正岡子規句碑● ●中遠碑８ 

●掛之上遺跡 10 

●大門大塚古墳 16 
７秋葉線車両● 

●袋井宿 22 
●天橋 31 

●旧中村洋裁 35 
32 中川土橋● 

34 澤野医院記念館● 
20 木原一里塚● 

18 万葉歌碑（丈部川相） 

法多街道町石 37 

●万葉歌碑 

●万葉歌碑 
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イ 現状と課題 

市内の中心部では都市化が進み、車社会が優先されていく中で、各地で道路の拡幅や区

画整理事業が実施され、旧来の狭く曲がりくねった道や、道しるべなどが、工事の過程で

失われて行っています。 

加えて、過去の経過を伝える文化財等を原位置のまま残すことが難しく、その価値や歴

史的なまとまり、繋がりを伝えることが難しくなっています。 

 一方で、東海道袋井宿を「どまん中」の宿として整備、発信することや、東海道の松並

木を地域総ぐるみで保存していく活動、秋葉
あ き は

馬車
ば し ゃ

鉄道
てつどう

や秋葉
あ き は

線
せん

、駿遠線
すんえんせん

を回顧する活動な

ど、道や交通にゆかりのある文化財を地域の活性化につなげる動きが見られます。 

 

ウ 方 針  

方針１ 道に関する文化財の保存と活用 

 文化財を単体の点として捉えるのではなく、線としての「道」を意識しながら、その道

を介しての結びつきや関連のあるいくつかの文化財を、「物語(ストーリー)」として捉え、

物語を通じて周知を図ってまいります。 

 

 方針２ 道をめぐる文化財の「新」活用の創造 

 また、道にゆかりのある文化財等の中には、価値のある「モノ」だけでなく、食や宿、

信仰、風習、交通など、様々な種類が考えられることから、ジャンルを超えた結びつきに

より、新たな活用を創造し、まちづくりに活かしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久努の松並木と冨士浅間宮赤鳥居           駿遠線（新岡崎駅） 
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エ 措 置 

 

 

テーマ３ 火伏せの神の信仰と地域の連帯 

 

 秋葉山
あ き は さ ん

にまつわる秋葉
あ き は

信仰は、その信仰の広がりとともに、参拝に訪れる人々が増加し、

多くの街道を発展させて来ました。街道の発展は、沿道の地域に常夜灯
じょうやとう

や道標などの多く

の文化財を残すこととなるとともに、その形成過程において信仰を通じた地域の安全への

祈りへと発展し、地域の連帯をもたらしました。 

ア 概 要 

〈社寺〉 

 秋葉山
あ き は さ ん

は、第３章の歴史文化の特徴でも触れたとおり、山岳修行の霊場です。 

戦国時代には勝軍地蔵
しょうぐんじぞう

の利益に基づく秋葉信仰
あ き は し ん こ う

が東海・甲信に広がり、武将が多数の刀

剣を奉納しました。 

江戸時代には秋葉寺
しょうようじ

と秋葉社
あ き は し ゃ

の二つが存在し、修験者である三尺坊
さんじゃくぼう

が護神とされていま

す。寛永2年(1625年)、秋葉寺では住職の後任問題が起こり、可睡斎
か す い さ い

が仲立ちをしました。

事業名 事業概要 財源 

担い手 実施計画 

市民 学校 市 専門家 
前期 
２年 

中期 
３年 

後期 
３年 

方針１ 道に関する文化財の保存と活用 

38 
道に関係する

文化財の周知 

道に関する文化財につ
いてパンフレット等を
作成し、周知化を進め
る。 

市費 〇 ○ 〇  
   

39 
道に関する交

流の創出 

道に関し、ゆかりの地と
の交流を通じ、双方の文
化への理解を深める。 

市費 〇 ○ 〇  
   

方針 2  道をめぐる文化財の「新」活用の創造 

40 
道に関する文

化財の保存と

周知 

道標や橋（本体及び名称
など）等、道にまつわる
文化財を出来る限り原
位置で保存していく。 

市費 〇 ○ 〇  

   

41 
道に関する文

化財の活用 

道に関する文化財を一
連の関係性をもって捉
え、ウオーキングイベン
トなどで、群として活用
するようにしていく。 

市費 〇 ○ 〇  

   

42 
歴史的な食の

周知と活用 

道にまつわる食につい
て、パンフレットや動画
を通じ周知化するとと
もに、現代食生活に活か
す取り組みを行ない、食
育を広める。 

市費 〇 〇 〇 ○ 
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これが契機となり、秋葉寺はそれまでの法相宗
ほっそうしゅう

から、曹洞宗へ改宗し、可睡斎
か す い さ い

の末寺とな

りました。 

明治期の廃仏毀釈
はいぶつきしゃく

により、秋葉寺
しょうようじ

は廃寺となりましたが、可睡斎
か す い さ い

の等膳
とうぜん

が徳川家康の庇護
ひ ご

を受け、三河
み か わ

・遠江
とおとうみ

・駿河
す る が

・伊豆
い ず

(現在の愛知県東部から静岡県内)四ヶ国の僧録
そうろく

寺院(系列

寺院の管轄や、人事をつかさどる寺院)として発展することになります。 

可睡斎
か す い さ い

では毎年12月に秋葉総本殿三尺坊大権現
あきはそうほんでんさんじゃくぼうだいごんげん

最大の行事として火防大祭
か ぼ う た い さ い

(秋葉
あ き は

の火ま

つり)が開催されています。 

  

〈祭礼と信仰〉 

 秋葉山
あ き は さ ん

は江戸時代の17世紀前半には火防の神として一般に知られるようになりましたが、

17世紀末には秋葉信仰
あ き は し ん こ う

をさらに広範囲に広めたのが秋葉祭です。 

秋葉祭とは、鉦
かね

(平たく丸いふた形で、祭事の囃子などに使う金属の打楽器)や太鼓をう

ちならしながら、秋葉山
あ き は さ ん

の御幣
ご へ い

・神輿
み こ し

などを村送りするもので、この行列も段々と大きく

なって各地に広がり、信者は庶民だけではなく、武士などへも広がっていきました。秋葉

祭の行列があまりにも大規模となったため、ついには幕府が秋葉祭の禁止を命じるほどで

した。広範囲に広がった秋葉祭は、秋葉信仰
あ き は し ん こ う

を広く普及する役割を果たしました。 

18世紀に入ると秋葉山
あ き は さ ん

への庶民の参詣登山が始まります。広く一般に信仰が広がった後、

その影響は将軍家や大名にも広がりを見せ、江戸中期から幕末にかけては、多くの藩が頻

繁に家臣を代参させるほどとなります。 

 

〈街道〉 

 参詣者の増加は、地域の生活にも深く影響しました。静岡県西部の遠州
えんしゅう

地域では、主要

な道が秋葉山
あ き は さ ん

へと通じていて、秋葉街道
あ き は か い ど う

として地域との密接な関係を示しています。 

街道の沿線には、常夜燈
じょうやとう

や道標が設けられ、往来の利便を図るとともに、常夜燈は単な

る目印にとどまらず、「組中安全」「村内安全」などの銘が石灯籠に記されていることが一

般的で、秋葉信仰
あ き は し ん こ う

を通じた地域の安全を祈ることも主な目的でした。 

『秋葉山
あ き は さ ん

参詣道法図
さ ん け い み ち の り ず

』を見ると、地元以外からの参詣者は東海道筋から北上し、秋葉山
あ き は さ ん

へ

参詣するのが一般的で、掛川・袋井・見付・浜松の宿に分岐点がありました。袋井宿の西 

側の川井
か わ い

にも東海道との分岐があり、北上して上山梨
かみやまなし

へ向かいました。 

 

 
 
 
 

 

            
新屋常夜燈 可睡斎秋葉總本殿三尺坊大権現御真殿 
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〈講による地域の連帯〉 

秋葉信仰
あ き は し ん こ う

は参詣に止まらず、講組織を通じて地域社会へと深く浸透していきました。

秋葉信仰
あ き は し ん こ う

にまつわる講
こう

は庚申講
こうしんこう

から変形し、日待
ひ ま ち

ちをして身を清めてから秋葉山
あ き は さ ん

に参詣す

るようになりました。現在でも、秋葉講
あ き は こ う

を「お日待
ひ ま ち

ち」と呼ぶ地域があります。 

 そのほかに代参講
だいさんこう

というものがあります。遠隔地への参詣には費用がかかるため、費用

を援助しあう組織です。代参者が参詣から戻ると、講の組織で集まり床の間に秋葉山
あ き は さ ん

の掛

軸を掛けてお参りし、飲食をします。こうしたかたちの講も僅かながら残っています。 

 信仰を基本としながらも、講組織や代参講などは、組の連帯や地域内での援助を形成す

る中で、地域の連帯を強めていきました。 

 

テーマ３を構成する文化財 

 区分 類型 名称 

1 未指定 遺跡 可睡斎 

2 未指定 民俗（無形） 秋葉の火祭り 

3 未指定 民俗（無形） 秋葉信仰 

4 未指定 遺跡 秋葉街道 

5 未指定 民俗（有形） 常夜燈 

6 未指定 民俗（有形） 道標 

7 未指定 有形（歴史資料） 『秋葉山参詣道法図』 

8 未指定 民俗（無形） 秋葉講 

9 未指定 民俗（無形） 代参講 

10 未指定 有形（構造物） 火の見櫓 

 

イ 現状と課題 

 少子高齢化や核家族化が進み、地域コミュニティの弱体化が指摘されている現代社会に

あっては、伝統行事や地域のしきたりなどが継承されにくくなっています。秋葉信仰にま

つわる講についても、引き継いでいる地区が少なくなっていることに加え、継承している

地域であっても、講の取り組みやしきたりが年々簡素化されていく傾向にあります。 

 かつては参詣者の往来を支えた秋葉街道も、車社会への移行に伴う道路整備などによっ

て、その面影をなくしつつあります。 

 道標
みちしるべ

や常夜
じょうや

燈
とう

については、石製のものは表面の風化が進んでおり、木製の鞘堂
さやどう

型式
けいしき

の

常夜
じょうや

燈
とう

は瓦屋根や木材部分の劣化が進行していますが、管理者が不明確になっていくのに

合わせて、その維持が課題となっています。また、道標
みちしるべ

や常夜
じょうや

燈
とう

と秋葉
あ き は

街道
かいどう

との結びつき

を理解している市民も徐々に少なくなってきており、その意義を改めて周知する必要があ

ります。 
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テーマ３を構成する文化財の位置 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 
●火の見櫓 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 
●火の見櫓 

●常夜燈 常夜燈● 

●道標 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●可睡斎１ 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 
●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 ●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 ●火の見櫓 

●火の見櫓 
●道標 

●常夜燈 
常夜燈● 

●火の見櫓 

●火の見櫓 

火の見櫓● 
●常夜燈 

●常夜燈・道標 

●常夜燈 
●火の見櫓 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 
●常夜燈 

●火の見櫓 

●道標 
●道標 

●火の見櫓 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 

●常夜燈 
常夜燈・道標● ●常夜燈 
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ウ 方 針 

方針１ 秋葉信仰に基づく文化財群の基礎情報収集 

 秋葉信仰については、先祖から引き継がれてきた遠州地域の財産であり、地域ごとに浸

透してきた文化です。身近な存在であるが故に、個々の文化財を結びつけ、一体で捉える

考え方が薄かったとも言えます。 

 こうした反省を含め、地域全体を秋葉
あ き は

信仰
しんこう

の歴史から見直し、秋葉信仰を構成する個々

の文化財について、歴史な基礎情報や管理状況を取りまとめます。 

 

方針２ 秋葉信仰に基づく文化財群の活用 

 本来、この信仰が広がりを見せた基盤は、家であり、組内のつながりであり、地域の安

全であったことを再確認し、現在の社会環境の中で地域の連帯や、安全なまちづくりに活

用していきます。 

 

エ 措 置 

 

事業名 事業概要 財源 

担い手 実施計画 

市民 学校 市 専門家 
前期 
２年 

中期 
３年 

後期 
３年 

方針１ 秋葉信仰に基づく文化財群の基礎情報収集 

43 

秋葉信仰関係

文化財のデー

タベース化 

 

秋葉信仰を構成する

個々の文化財について、

現状の基礎情報を取り

まとめ、データベース化

して公開しながら周知

を行う。 

 

市費 〇 ○ 〇 ○ 

   

44 
秋葉信仰関係

文 化 財 の 維

持・管理 

秋葉信仰にまつわる構

成文化財の維持・管理先

の再確認と、適切な管理

方法を検討する。 

 

市費 〇  〇 ○ 

   

方針２ 秋葉信仰に基づく文化財群の活用 

45 
秋葉信仰の周

知化 

秋葉信仰への理解を深

めるため、パンフレット

等の作成を通じた周知

化を行う。 

市費 ○ ○ 〇  

   

46 

秋葉信仰を活

用した地域の

安全体制の構

築 

組や村内の安全を祈る

ことから信仰が広がっ

たことを踏まえ、まちづ

くりの中で、秋葉信仰を

活用しながら地域安全

への取り組みを実施す

る。 

市費 〇 ○ 〇 ○ 
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第８章 文化財の防災・防犯 
 

 

１ 文化財の防災・防犯に関する課題 

 

 近年の地球温暖化の傾向は、世界的な気候変動をもたらしており、国内においても、未

曽有の規模の台風や集中豪雨、突風などの発生件数の増大とともに、被害規模の増大が懸

念されています。 

 地震については、静岡県が東海地震の想定範囲に入る予知が想定されて以降、現在に至

るまで幸いにも大規模な地震は発生していません。しかし、引き続き、東海・東南海地震

の被害想定範囲の中において、特に当市には軟弱地盤の沖積平野が広がり、液状化の発生

する確率が高い地域となっています。 

実際に市内の発掘調査における噴砂の検出によって、鶴松
つるまつ

遺跡における弥生時代後期の

地震の痕跡、坂尻
さかじり

遺跡における白鳳
はくほう

東海地震(684年)や古墳時代前期後半及び明応
めいおう

地震

(1498年)に伴うと想定される地震の痕跡、新堀
にいぼり

遺跡における古墳時代前期〜鎌倉時代及び

鎌倉時代の二時期の地震の痕跡、袋井宿
ふくろいしゅく

における安政
あんせい

地震の痕跡が確認されています。 

 このような環境の中で、文化財の耐震化は必須の課題であり、指定等文化財の建造物を

中心に解体修理などを契機とした耐震化対策が進められていますが、計画や診断は行われ

たものの、対策工事には高額な費用負担が所有者に発生することになり、耐震化推進の大

きな課題となっています。 

 火災については、指定等文化財の建造物を中心に消火設備を設置する一方、管理者を中

心に、定期的な点検や訓練が実施されています。未指定を含めた全ての文化財に消火設備

が行き届いている訳ではなく、火災発生時の初期対応(初期発見、通報、初期消火等)並び

に延焼防止策などの防火体制の見直しが課題となっています。 

 防犯体制については、防犯カメラや警備システムが設置されている文化財は一部に限ら

れており、所有者等が常駐して管理している文化財は非常に少なく、計画的な防犯システ

ムの設置が課題となっています。 

 

２ 文化財の防災・防犯に関する方針 

 

 文化財の防災・防犯を進める上では、国・県、庁内組織の連携、文化財所有者や地域住 

民などとの連携と協力体制を構築していくことが重要となります。 

 防災・防犯に対する対応としては、防火訓練や防火設備の設置や維持管理を推進すると

ともに、耐震診断やハザードマップを活用しながら地震や水害などの発生に備える対応を

検討して行きます。 
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噴砂を確認した遺跡と国・県指定物件の位置を示しています。 
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また、防犯については、防火対策と合わせ、県及び警察、消防と連携し、文化財管理者 

への研修や説明会などを通じて、啓発活動に取り組んで行きます。 

 災害の発生時には、市の防災計画に基づき、迅速な状況把握と人的な二次被害の発生防

止に努めながら、県へ報告をし、指導及び助言を受けるとともに、文化財管理者に対して 

必要な情報や対策を提供、支援して行きます。 

 特に、広域かつ大規模な災害の発生に際しては、市単独での状況把握や対応が難しいこ

とが予想されるため、こうした際には、国・県と連携しながら、文化財のレスキュー活動

が迅速に進むような体制の整備を進めて行きます。 

 

 方針１ 防災対策に係るリスクの把握と被災への対応 

 文化財のうち建造物の防災対策については、所有者・管理者の理解を得て耐震診断を実

施し、適切な対策の検討・実施を推進します。また、文化財全般について、市のハザード

マップなどにより、所在する場所のリスクをあらかじめ把握しておくとともに、発災後の

対応や、一定期間経過後の復旧のための具体的な対策を明確にしたマニュアルなどの整備

を推進してまいります。 

 

方針２ 防災訓練の実施と防災設備の整備 

 防災対策については、文化財の実態(火災危険、防火設備の設置状況、管理体制等)に応

じた実践的な訓練を繰り返し行うとともに、国・県指定の建物については、助成制度を活

用し、防災設備の整備を支援してまいります。 

 

方針３ 防災・防犯対策のための関係者との体制整備 

 防災・防犯いずれの対策も、所有者や管理者、警察署や消防署などはもとより、国や県、

さらには地域住民との連携体制を構築してまいります。 

 

３ 文化財の防災・防犯に関する措置 

 

 当市の文化財における防災・防犯は、以下に掲げる国・県・市の方針に基づきながら、

全項にかかげた方針による７つの措置を進めます。 

国宝・重要文化財（建造物）等の防火対策ガイドライン 

 文化庁〔令和２年(2020年)12月改訂〕 

 「建造物固有特性」、「敷地特性」、「立地特性」、「活用・管理の実態」の四項目において、

それぞれ「火災リスク等」、「基本的な考え方・点検項目」、「対応策」を示しています。 

所管の市においては、ガイドラインに沿って、必要となる防火設備等の把握が求められ

るとともに、所有者に対しては対象建物の燃焼特性(脆弱性)の理解と、防火設備等の整備、

訓練の充実、その他防火対策の検討・実施に必要な内容が盛り込まれています。 
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国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等の防火対策ガイドライン 

 文化庁〔令和元年(2019年)９月〕 

 国宝・重要文化財を保管する博物館等において防火管理体制や日常管理体制における火

災予防、各種設備のあり方、設備の点検や消防訓練等についての基本的な考え方(点検事

項)を示しています。 

 

世界遺産・国宝等における防火対策 5か年計画 

文部科学省〔令和元年(2019年)12月文部科学大臣決定〕 

ノートルダム大聖堂や首里城跡での火災などの惨事が、他の国宝・重要文化財や史跡等

に所在する建造物で生じないよう、緊急状況調査結果等を踏まえ、文部科学省では、特に

価値の重要性にも鑑み、世界遺産又は国宝(建造物)や国宝・重要文化財(美術工芸品)を保

管する博物館等、さらに世界遺産となっている史跡等に所在する建造物について、総合的

かつ計画的な防火対策を重点的に進めるため、「世界遺産・国宝等における防火対策５か

年計画」を策定し、計画期間中における重点的・計画的な取組が示されている。  

 

静岡県文化財保存活用大綱 

 静岡県〔令和2年(2020年)３月策定〕 

第５章「防災・災害発生時の対応」の中で、県・市・所有者の段階ごとの対応をまとめ

た「静岡県文化財防災マニュアル」(平成18年度制定)を基に、対策を講ずることが示され

ています。 

 防災対策の項目では、地震対策として、文化庁の「文化財建造物等の地震時における安

全確保に関する指針」(平成８年１月)等に基づき、支援や補助、対策が示されています。 

 防火対策では、文化庁の「国宝・重要文化財(建造物)の防火対策ガイドライン」(令和

２年12月改訂)等に基づき、市や管理者が消防署の協力を得ながら、消化設備等の設置と

点検などの確実な実施及び、修理等の指導を行うともに、補助制度などの支援を行うこと

が示されています。 

 また、災害発生時の対応の項目では、国・県・市・所有者の間での情報の共有の重要性

が示されるともに、文化財を災害から守る文化財レスキューの実施体制の整備が示されて

います。加えて、国等の機関・組織との連携の必要性についても述べられています。 

 

袋井市地域防災計画 

〔令和４(2022年)年３月策定、期間なし〕 

一般対策編では、市内における過去の大きな災害履歴を列記し、予想される災害と地域

を想定し、地震対策編では、文化財に対する防災対策として、耐震性の向上、地震による

人的な被害を防止に必要な対策を講ずるものとし、資料編では、「東海道五十三次市区町

災害時相互応援に関する協定」による相互の救援協力が示されています。 
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文化財の防災・防犯に関する措置一覧表 

 

 

事業名 事業概要 財源 

担い手 実施計画 

市民 学校 市 専門家 
前期 
２年 

中期 
３年 

後期 
３年 

方針１ 防犯・防災対策の推進 

 

47 

 

防犯・防災

設備の整備 

指定等文化財を中心に、防

犯設備や防災設備の整備、

マニュアル化を実施する。 

市費 
県費 
国費 

○  ○ ○ 
 

 

 

 

 

 

48 
災害資料の

収集 

過去の災害記録について、

地域での聞き取り・資料収

集・整理を行い、防災対

策・防災教育に役立てる。 

市費 ○ ○ ○ ○    

方針２ 防災対策に係るリスクの把握と被災への対応 

49 
文化財の耐

震診断 

指定文化財を中心に耐

震診断を実施し、対応

策を検討する。 
市費 ○  〇 ○ 

   

50 
文化財の防

災対策の検

討 

ハザードマップに文化

財の位置情報を合わ

せ、災害のリスク等の

可視化を行ない、対策

を検討する。 

市費 〇  〇 ○ 

   

51 
対策マニュ

アル化促進 

発災後の対応や、復旧

のための対策を記した

マニュアルを整備す

る。 

市費 ○  〇 ○ 

   

方針３ 防火訓練の実施と防火設備の整備 

52  
文化財の防

火訓練 

消防本部の指導のも

と、分団、管理者の協

力を得ながら、文化財

防火デーに合わせて訓

練を実施する。 

市費 〇  〇  

   

53 
文化財の防

火設備等補

助 

国・県指定の建造物に

ついて、消化設備等の

管理及び修繕費等につ

いて費用を補助する。 

国費

県費

市費 

○  〇 ○ 

   

方針４ 防災・防犯対策のための関係者との体制整備 

54 
文化財レス

キュー体制

整備 

発災時に、国・県と連

携しながら、行政及び

地域で文化財を守る体

制を整備する。 

市費 〇 ○ 〇 ○ 

   

55 
文化財の防

災・防犯の

啓発推進 

県及び消防、警察と連

携して、文化財におけ

る防災・防犯に関する

意識の高揚をめざし、

文化財の管理者への研

修や説明会などの啓発

活動を推進していく。 

市費 〇  〇 ○ 
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第９章 文化財の保存と活用の推進体制 

 

１ 本市の体制 

（１）市(主幹課) 

 当市では、文化財行政を教育部生涯学習課文化財係が担当し、傘下の施設として、郷土

資料館・近藤記念館、歴史文化館があります。 

 また、市指定文化財である澤野医院記念館を文化財係が管理し、開館・運営業務を澤野

医院記念館世話人会に委託しています。 

文化財係では、行政的な窓口を担うとともに、埋蔵文化財、指定文化財の維持・管理、

文化財の周知・広報活動など文化財に関する全般の業務を担当しています。 

郷土資料館・近藤記念館は、市内の遺跡出土品の展示、民俗資料の展示、農具等の展示

などを、パネルやジオラマなどを使ってわかりやすく展示するとともに、市内の小学生の

見学と昔のくらし体験への対応や、土器づくりなどの出前授業を行っています。 

歴史文化館では、旧袋井市や旧浅羽町
あさばちょう

における、市史及び町史の編纂に際して収集した

資料の保管と、歴史的公文書の選別と保管、市民からの古文書等の解読などの依頼や寄贈、

古文書講座の開催、展示などを担当しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

（２）専門家(袋井市文化財保護審議会) 

 文化財保護法と、袋井市文化財保護条例に基づいて、袋井市文化財保護審議会(定数 13

名以内)を設置し、生涯学習課文化財係が事務局を担当しています。文化財保護審議会では、

市教育委員会の諮問を受け、文化財に関する事項を調査・審議して、教育委員会へ建議し

ます。令和４年度現在の委員は 13 名で、袋井市教育委員会が任命し、任期は２年です。 

 

 

 

 

 

組 織 図 
教 

育 
部 

生涯学習課 文化財係 澤野医院記念館 

歴史文化館 郷土資料館・近藤記念館 

職員７名（うち専門職５名） 

職員８名（うち専門職 3名）※歴史文化館、郷土資料館、近藤記念館兼務 

令和４年４月１日現在 
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袋井市文化財保存活用地域計画策定協議会 

区 分 氏 名 役  職  等 備考 

建 築 長尾亜子 静岡理工科大学 会長 

考古学 松本一男 大日本報徳社・(市文化財保護審議会) 副会長 

関係団体 山本正昭 久努の松並木愛護会・(自治連合会長)  

関係団体 安間和由 久野城址保存会・(コミュニティセンター館長)  

観 光 小幡浩一 
ＪＲ東海(東海旅客鉄道株式会社)袋井駅長    

(※令和 2年度:細貝雅裕) 

 

建 築 倉田裕司 静岡県伝統建築技術協会  

商 工 舘石京子 浅羽町商工会  

所有者 廣岡典子 岩松寺  

静岡県 小坂美雪 静岡県文化財課長(※令和 2年度:永井雅也・令和 3年度:三保広真)  

 

 

袋井市文化財保護審議会 

区 分 氏 名 役  職  等 備考 

城 郭 加藤理文 市立浅羽中学校・日本城郭研究会理事 会長 

古文書 荻原圭子 元袋井市史編纂室 副会長 

考古学 松本一男 大日本報徳社・(市文化財保存活用地域計画策定協議会)  

建 築 新妻淳子 静岡文化芸術大学  

美 術 椿原靖弘 フェルケール博物館  

団 体 大西弘子 久野城址保存会  

所有者 鈴木快法 油山寺  

美 術 島口直弥 浜松市美術館  

団 体 鈴木仁美 浅羽史談会  

歴 史 北島恵介 元森町教育委員会・森町歴史伝統文化保存会会長  

生涯学習 村松里絵 元市生涯学習課  

建 築 土屋和男 常葉大学  

民 俗 川口円子 静岡産業大学総合研究所客員研究員  
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（３）市(関連部署) 

 本市の文化財行政における庁内関連部署としては、次の組織があり、本計画に基づき連

携を図っていきます。 

 

関連・連携する部署 

 

 

（４）静岡県との連携 

令和２年(2020年)に「静岡県文化財保存活用大綱」が策定され、県内における文化財の

保存と活用の方針が示されたことを受け、これと整合を図り、県の指導・助言を仰ぎなが

ら本計画を作成しました。今後、本計画に基づき更なる連携を図りながら、事業を推進し

ていきます。 

 

（５）国との連携 

 本計画は、平成30年(2018年)6月8日に「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律案」が公布され、平成31年(2019年)4月1日に施行され

たことにより、「文化財保存活用地域計画」の作成が可能となったため、国の指導・助言

のもとで作成しました。 

 従来より、国指定文化財の維持・管理において指導を仰いでいますが、今後も本計画に

基づき補助制度の活用などを通じて、文化財の保存と活用を支える国との連携を進めてま

いります。 

 

 

 

 

部  署  名 関連・連携内容 

危機管理課 防災体制・災害対策 

企画政策課 文化財に関する広報 

協働まちづくり課 文化財を通じた市民との連携・協働 

都市計画課 文化財を通じたまちづくり・景観 

維持管理課 文化財に関連した公園施設等の維持 

産業振興課 文化財を通じた観光振興 

学校教育課 地域の歴史、偉人の顕彰、担い手育成 

生涯学習課（図書館） 郷土資料等の収集・閲覧・保存 

生涯学習課（生涯学習係・文化振興係） 生涯学習の推進・文化振興 
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(６) 学校(学園)と市民(まちづくり協議会) 

地域の体制については、冒頭の第１章で触れたとおり、幼小中一貫教育の推進の枠組と

して幼小中の連携が求められるなか、中学校区を主な単位とする「学園」が、市内には４

つあります。学園は中学校を中心に小学校、幼稚園、こども園が連なり、幼小中 12年間を

貫くカリキュラムに基づき教育を実施するとともに、学校を地域が支える形で、まちづく

り協議会やコミュニティセンターなど自治組織と密接な関係を維持しています。 

このような体制は、本計画の推進における重要な柱でもある、文化財を人が支え、地域

が支えるための骨格となります。 

更に区域内には、まちづくり協議会やコミュニティセンターなどに関わる組織として活

動する関係団体があり、地域の文化財を支える大きな力となっています。 

こうした状況を踏まえ、まちづくり協議会やコミュニティセンターが関係団体と協力し

文化財の保存や活用をしていく活動を支援します。 

 

文化財と学園・まちづくり協議会（コミュニティセンター）  〔赤字:国指定・青字:県指定〕  

学園 中学 小学校 
まちづくり 

協議会 

市の施設 

（文化施設等） 
関係団体 主な指定文化財 

周
南
た
ち
ば
な 

周
南
中
学 

三川小 

山名小 

今井小 

 

三川 

山名 

今井 

月見の里学遊館 

宇刈里山公園 

三川歴史研究会 

トレインものづくり 

西楽寺本堂 

西楽寺薬師如来坐像 

西楽寺阿弥陀如来坐像 

正福寺梵鐘 

袋
井
あ
や
ぐ
も 

袋
井
中
学 

袋井東小 

袋井西小 

袋井北小 

 

袋井東 

袋井西 

袋井北 

澤野医院記念館 

旧中村洋裁 

どまん中茶屋 

久野城址保存会 

久努の松並木愛護会 

袋井東歴史プロムナード 

久努村史を調べる会 

新屋の歴史を考える会 

澤野医院記念館世話人会 

ふるさと研究会 

ふるさと土橋研究会 

木原大念仏保存会 

冨士浅間宮本殿 

油山寺山門 

油山寺三重塔 

油山寺本堂内厨子 

可睡斎護国塔 

油山寺本堂 

油山寺書院 

油山寺方丈 

油山寺の御霊杉 

可睡斎梵鐘 

紙本墨書示了然道者法語 

南

の

丘 

袋
井
南
中
学 

袋井南小 

高南小 

袋井南 

高南 

豊沢ふれあ

い会館 

袋井図書館 

観光案内所 
 尊永寺仁王門 

金銅五種鈴 

法多山田遊祭 七段 

大門大塚古墳 

浅

羽 

浅
羽
中
学 

笠原小 

浅羽東小 

浅羽北小 

浅羽南小 

笠原 

浅羽北 

浅羽西 

浅羽東 

浅羽南 

郷土資料館 

近藤記念館 

歴史文化館 

浅羽図書館 

メロープラザ 

浅羽史談会 

浅羽古文書クラブ 

岩松寺の鰐口 

五ケ山 B2 号墳出土遺物 

大野・中新田命山 
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報告 

相談 

報告 

相談 
指導 

指導 

助言 協力・連携 

諮問 

答申 
協力・連携 

（７）関係団体(ふじのくに文化財保存・活用推進団体) 

 静岡県は令和２年度(2020年度)に「ふじのくに文化財保存・活用推進団体認定制度」を

創設し、文化財の保存・活用に取り組む各地域の団体の更なる取組の活性化を図る取組を

行っています(令和２年度39団体、令和３年度22団体を認定)。    

認定の対象は文化財の保存・活用に関する取組の実績が優れ、かつ今後の取組の明確な

ビジョンを持つ他の模範となる団体で、応募資格として、①静岡県内で文化財の保存・活

用に関する事業や活動を行っている団体であること。② 会則、規約等を有しており、代表

者や構成員がわかる名簿を有していること。③活動の対象に、地域の指定文化財(国、県、

市町)又は登録文化財を含むこととしています。 

市内では、令和２年度に久野城址保存会と久努
く ど

の松並木愛護会が認定を受けています。

久野城
くのじょう

址保存会については、令和３年度に認定団体の中で顕著な実績を残した団体として、

知事褒賞を受賞しました。 

今後、市内の認定団体が県内の認定団体と情報共有や活動の連携を積極的に図ることな

どが期待されるとともに、市内の関係団体の模範となり、認定団体促進のきっかけとなる

よう、行政側でも支援してまいります。 

 また、市内の関係団体が、ふじのくに文化財保存・活用推進団体の認定を受けることが

できるよう、組織化や活動の幅を広げることなどを行政として支援していきます。 

 

（８）関係市町との連携 

 歴史的なつながりや、ゆかりのある市町と統一的なテーマによるパネル展示や、ガイド

マップ、解説冊子等の製作や、講演会などの実施を通じて、広域での文化財の魅力発信を

行い、見学者や観光客などの回遊を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画における関係図 

文化庁 静岡県 

 袋井市教育委員会 

生涯学習課 

市(袋井市役所関連部署) 

 

 

市

文

化

財

保

護

審

議

会 

広域連携 市・町 

協力・連携 

文化財所有者 

市民 

関係団体 

まちづくり協議会 

 
学園・高校・大学 

市民 

学校 

専門家 

市 
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本市の文化財における関係団体 

名      称 概          要 

久野城址保存会 

昭和52年(1977年)発足。久野城址の保存・活用を行っている。城址

に関する講演会の開催。小学校の授業の支援。令和3年度「ふじの

くに文化財保存・活用推進団体」表彰団体。 

久努の松並木愛護会 

平成29年(2017年)発足。久努の松並木の保護、育成を行なってい

る。ふじのくに文化財保存・活用推進団体。令和元年県都市景観

賞最優秀賞受賞。 

東地区歴史文化プロムナード連絡会議 

令和２年(2020年)発足。袋井市の東地域にある様々な文化財を、

関係団体と連携しながら掘り起こし、地域の内外へ情報を発信し

ている。 

浅羽史談会 
平成 17(2005 年)発足。浅羽地域を中心とした歴史の調査、研究、

展示を行っており、小学校の歴史授業などへの協力も行っている。 

木原大念仏保存会 
昭和56年(1981年)発足。市指定文化財「木原大念仏」の保存と継

承を行っている。 

澤野医院記念館世話人会 
平成 13 年(2001 年)発足。市指定文化財「澤野医院記念館」におけ

る開館、運営業務を行っている。 

久努村史を調べる会 久努村に関する歴史資料の収集、調査、研究を行っている。 

三川歴史研究会 三川地域の歴史に関する資料の調査、収集、研究を行っている。 

ふるさと研究会 袋井市内の歴史に関する資料の調査、収集、研究を行っている。 

ふるさと土橋研究会 
平成23年(2011年)発足。土橋地域の歴史や生活の実体験などを記

録し、後世に伝える活動を行っている。 

新屋の歴史を考える会 
平成21(2009年)発足。新屋地域の歴史や生活の実体験などを記録

し、後世に伝える活動を行っている。 

浅羽古文書クラブ 浅羽地域を中心とした古文書の解読を行っている。 

トレインものづくり 
今井コミュニティセンターを中心に、鉄道模型の走行や展示を通

じて、鉄道の魅力を発信している。 

磐南文化協会 
昭和53年(1978年)発足。磐田市・袋井市の歴史文化の調査研究、会

誌『磐南文化』の刊行、講演会の開催などを行っている。 

静岡県民俗学会 
昭和50年(1975年)発足。静岡県内を中心とした民俗学研究者で組

織され、調査、研究、会誌『静岡県民俗学会誌』を刊行している。 

静岡県考古学会 
昭44年(1969年)発足。静岡県内を中心とした考古学者で組織され、

会誌『静岡県考古学研究』の刊行や、シンポジウムを開催している。 

公益財団法人 静岡県建築士会 
指定建造物の予備診断、災害発生時における歴史的建造物の応急

危険度判定や応急処置を行っている。 

特定非営利活動法人 静岡県伝統建築

技術協会(万匠会) 

昭和56年(1981年)静岡県民俗建築技術協会として発足。伝統的建

築物や技術の調査、保存、研究を行っている。 

静岡県文化財等救済ネットワーク 
防災体制の整備に関する助言、発災時の情報収集・救済措置を行っ

ている。 
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